
 回 覧

 

 

令和８年         令和８年 

  ２月下旬 ～ ３月下旬 
 

工事期間を２月下旬から３月下旬に延長いたします。 
また夜間作業で足場撤去を実施いたします。 
深夜での騒音等ご迷惑をお掛けすることと存じますが、細心の注
意を払って作業を行いますので、御理解と後協力をお願い申し上
げます。 
 
工事内容：傷んだ橋りょう（相生橋）の修繕工事 
交通規制：終日通行止 

※現地においては、工事看板の指示に従って下さい。 

橋りょう修繕工事(延長)のご案内  

東松山市建設部道路課 ℡0493-23-2221 担当：加島（内線 452） 

工 事 名 Ｒ７相生橋（田木）修繕工事 

工事業者 日本ライナー株式会社  ℡ ０４８－６６９－００８８ 

（問合せ先）担当者 甕（もたい）達也


